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３.２ タイプ 2 

本章では、加工済み食材を容器（出荷用の容器を含む）に並べる工程における協働ロボッ

トの導入時のリスクアセスメント事例について紹介する。なお、この工程では、人と同じ作

業ラインにおいて加工済み食材を出荷用容器に盛付ける作業であり、常に人との共同作業

が発生することを想定している。このようなユースケースに使用される協働ロボットをタ

イプ２と呼ぶ。 

 

３.２.１ 定義 

加工済み食材を出荷用容器（弁当容器等）へ並べる工程において、現場作業者と同じ作業

工程に導入し、人と隣接して作業する協働ロボットを「タイプ 2」と定義し、以下の条件を

満たすものとする。 

 

協働ロボット本体： 

本質的安全設計を主とした協働ロボットであり、国際規格「EN ISO 10218-1：2011」、

「ISO/TS 15066：2016」、「EN ISO 13849-1：2015」等に準拠しているものとする。 

安全関連機能： 

人との接触時においても ISO/TS 15066 で規定された人との接触時における衝撃が

最大許容量以下であり、作業工程内の人の動作を妨げない機能を有する。また、協働ロ

ボットの動作停止時においても、現場作業者がロボットを別の場所に移動することが

できる機能を有する。 

 

また、本タイプの協働ロボットは、設置後にラインの変更にあわせて移動して使用するも

のとする。 

 

３.２.２ 本リスクアセスメントの実施例で使用したロボットシステム 

本実施例で用いた協働ロボットは、7 軸のマニピュレータと食材を把持するための脱着式

トングを備えたエンドエフェクタで構成される腕部 2 本と、加工済み食材（以下、ワーク

１）を認識するための３D カメラを搭載しパン・チルト方向に可動する頭部、鉛直下方向を

撮影し出荷用容器（以下、ワーク２）を認識するための３D カメラを搭載した胴体部、操作

パネル、可動式のキャスター、ストッパー、AC アダプタを備えた台車部分と電源供給用の

電池を備えている。通常、頭部のカメラでワーク 1 を、胴体部のカメラでワーク 2 を認識

する。協働ロボットの電源は、AC アダプタ又は充電池から給電されることを想定している。 

協働ロボットのソフトウェアは、画像認識の機能、ロボットの動作制御及び機能安全に関
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する機能も含めて協働ロボット本体に内蔵するプログラム内蔵型である。協働ロボットは、

所定のワークエリアにおいたワーク 1 を画像認識処理により位置を検出してピッキングし、

所定のベルトコンベアで運ばれてくるワーク 2 を画像認識処理により検出し、ワーク 2 内

のあらかじめ決められた場所にワーク 1 を置くという動作を繰り返し実行する。 

本実施例の弁当容器に加工済み食材を並べる協働ロボットの構成を図 3.6 に示す。 

 

 

 

図 ３.6：弁当容器に食材を並べる協働ロボットの構成 

３.２.３ 作業工程 

本実施例における作業工程は、設置、運転、片付け、保守の 4 つの工程区分に分類され、

それぞれ複数の作業工程を含んでいる。具体的な作業工程を図 3.7 に示す。 

 

 

図 ３.7： 作業工程 
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３.２.４ 機械の制限の決定 

3.1.4 と同様に、機械の制限を ISO12100 に従って図 3.8 に示す。また、本実施例におけ

る協働ロボットの作業空間は、「ドライエリア」を想定している。 
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図 ３.8：機械の制限 
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３.２.５ 危険源及び危険状態の同定 

現場作業者に隣接し、加工済み食材を容器へ並べる作業であり、協働ロボット導入により

新たに発生する危険源を次のように同定した。 

• 協働ロボット本体（エンドエフェクタ、トング、台車を含む） 

 

３.２.６ リスクアセスメントの実施 

リスクアセスメントの実施結果を図 3.9 に示す。3.1.6 と同様に実施し、結果は以下の通

り。図 3.9 の詳細は付属書「図 ３.9：リスクアセスメント実施結果の拡大図 」を参照いた

だきたい。 

 

 

図 ３.9： リスクアセスメント実施結果 
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３.２.７ 保護方策によるリスクの低減の実施 

3.1.7 と同様に決定した保護方策を図 3.10 に示す。図 3.10 の詳細は付属書「図 ３.10： 

保護方策の決定の拡大図 」を参照いただきたい。 

 

 

図 ３.10： 保護方策の決定 

  




